
- 1 - 

 

令和２年１２月１４日                          問 い 合 わ せ 先 

監 査 事 務 局                          監査事務局総務課 

電話 03-5320-7011 

 

都及び（公財）東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財

団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、

委託費用の全額返還などの措置を求める住民監査請求の監査結果について 

 

東京都監査委員 山 内   晃 

同       早 坂 義 弘 

同       茂 垣 之 雄 

同       岩 田 喜美枝 

同       松 本 正一郎 

 

第１ 請求の受付 

 

１ 請求人 

（略） 

 

２ 請求の提出 

令和２年１０月１６日 

 

３ 請求の内容 

（１）主張事実 

ア 令和元年１０月１８日付け「団体別採用力スパイラルアップ事業の受託者に

おける契約違反について」によると、契約違反の内容等「令和元年７月１８日

に開催された東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム主催の「ホテ

ル de 就活」、同年８月３日に開催された東京都管工事工業協同組合コンソーシ

アム主催の「管工事業界・手に職フェア」（いずれも合同企業説明会）において、

両事業ともにマンパワーグループ㈱から再委託を受けた事業者が、金銭を提供

して学生を集客していた」として、委託費用約１８０万円を不支給とした。 

イ 令和元年１２月２５日付け「団体別採用力スパイラルアップ事業に係る調査

結果について」によると、「調査の結果、マンパワーグループ㈱が関与する以下

の団体において、新たに、学生に金品を提供し集客を図っていた事例が判明し
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た。 

   ＜金品を提供していた事例＞ 

〇 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム（平成２８年度契   

約分）５件（構成員：東京都ホテル旅館生活衛生同業組合及びマンパワーグ

ループ㈱） 

〇 東京都トラック協会コンソーシアム（平成２８年度契約分）４件（構成員：

東京都トラック協会及びマンパワーグループ㈱）」として、   

「マンパワーグループ㈱から、上記９件の事例に係る合同企業説明会に要した

費用約７００万円について、返納したい旨の申出があり、東京しごと財団は、

当該申出を受けることとした」。 

ウ 上記調査は不徹底であり、不支給額および返納額が過小である。 

内部通報者の情報によると、東京グラフィック工業会の事業でも同様の金品

を提供し、集客を図っていた事例がある。令和元年８月１５日、通報者は都庁

に出向き公益通報担当者に直接通報し説明している。 

エ この違反行為は常態化しており、明白な詐欺行為である。 

オ 上記事実により、都民の税金が契約違反、及び不法行為を行う業者に支払わ

れ、本来の雇用促進事業を毀損し、都民の生活と福祉が後退した。 

（２）措置請求 

  ア 再調査し、委託費用の全額を返還させる。 

  イ 詐欺行為であり、刑事告発し、損害を賠償させる。 

  ウ 業務委託を見直し、都の直営事業とする。 

 

４ 請求の要件審査 

本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条所定の要件を備え

ているものと認め、監査を実施した。 
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第２ 監査の実施 

 

１ 監査対象事項 

「団体別採用力スパイラルアップ事業」及び「団体課題別人材力支援事業」の実

施のため、東京都（以下「都」という。）が公益財団法人東京しごと財団（以下「財

団」という。）に支出した「出えん金」の管理について、財産の管理を怠る違法又は

不当が存するのか否かについて監査対象とする。 

 

２ 監査対象局等 

産業労働局を監査対象とした。 

また、財団に対し地方自治法第１９９条第８項の規定に基づく関係人調査（財団

への調査）を行った。 

 

３ 証拠の提出及び陳述等 

地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、令和２年１１月１７日に、新たな

証拠の提出及び陳述の機会を設けた。 

請求人は、追加の証拠を提出し、同日、監査委員は、請求人及び監査対象局職員の

陳述の聴取を行った。その際、地方自治法第２４２条第８項の規定に基づき両者を立

ち会わせ、請求人に対し、監査対象局職員の陳述に対する意見の聴取を行った。 
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第３ 監査の結果 

 

１ 事実関係の確認 

（１）事業の概要 

  ア 団体別採用力スパイラルアップ事業 

人材確保等に課題を抱えている都内中小企業に対し女性活躍推進及び働き方

改革の視点に立った採用や育成・定着・雇用環境整備に取り組めるように団体

を通じた人材確保支援を行うことを目的とする。 

  （ア）事業実施方法 

a 都が財団に対し出えんし、財団が基金を造成する。その基金を活用し、

財団は委託先の団体を通じ業界の取組を支援する。 

b 一次支援として、財団が人材確保に課題を抱えている業界団体を選定し、

財団から委託を受けた団体が女性活躍及び働き方改革（生産性向上）の視

点に立った業界特有の課題の深堀と調査及び分析を行う。 

c 二次支援として、財団が課題解決に有効な事業計画を承認し、財団から

委託を受けた団体が業界内の中小企業に対する採用、育成・定着・雇用環

境整備に係る取組を実施する。 

  （イ）事業実施期間 

平成３０年度から令和２年度まで 

  （ウ）事業規模 

     １期１０団体程度（２期で２０団体程度） 

 

イ 団体課題別人材力支援事業 

人材確保等に課題を抱えている都内中小企業に対し、業界特有の課題に対応

した採用支援や育成・定着・雇用環境整備支援を行うことを目的とする。 

  （ア）事業実施方法 

a  都が財団に対し出えんし、財団が基金を造成する。その基金を活用し、

財団は委託先の団体を通じ業界の取組を支援する。 

b 財団が人材確保等に課題を抱えている業界団体から採用、育成・定着・

雇用環境整備に係る取組の企画提案を公募する。 

c  財団が業界団体に委託し、団体が業界内の中小企業を支援する。 
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  （イ）事業実施期間 

     平成２８年度から令和元年度まで 

  （ウ）事業規模 

     １期１０団体程度（２期で２０団体程度） 

 

（２）事業に係る経緯 

   ア 団体別採用力スパイラルアップ事業 

平成３０年 ３月３０日 都は、団体別採用力スパイラルアップ事業実施要綱

を策定（２９産労雇就第１２８２号） 

平成３０年 ４月 １日 都と財団は、財団定款第４条第１項第３号の事業

（「事業主に対する人材の確保・育成及び雇用環境

の整備等の支援に関する事業」）を実施するため、実

施期間を平成３２年３月３１日又は出えんにより

造成した基金の全額が本事業の実施に係る経費と

して執行された日のいずれか早い日までとし、都が

財団に対し５０４，３０８，０００円の出えんをす

る旨の契約を締結（２９産労総総第１３８９号。以

下「原契約２」という。） 

平成３０年 ４月 １日 財団は、団体別採用力スパイラルアップ事業実施要

領を策定（３０東し雇第１号） 

平成３０年 ７月１３日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３０東し雇第４０５号） 

平成３０年１０月１３日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３０東し雇第６４９号） 

平成３１年 １月１５日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３０東し雇第８９５号） 

平成３１年 ４月 １日 都と財団は、原契約２を変更し、実施期間のうち「平

成３２年３月３１日」を「平成３３年（２０２１年）

３月３１日」とし、都が財団に対し 

１，００８，６１６，０００円の出えんをする旨の

契約を締結（３０産労総総第１３５９号） 
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平成３１年 ４月１５日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３１東し雇第１１８号） 

令和 元年 ５月 ９日 財団は、事業実績報告及び基金の収支状況を報告 

（３１東し雇第２０７号） 

            平成３１年３月３１日時点の基金の残高は 

３４７，５７１，２８１円であった 

令和 元年 ７月１２日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３１東し雇第４５２号） 

令和 元年１０月１５日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３１東し雇第８９２号） 

令和 ２年 １月１５日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３１東し雇第１２９７号） 

令和 ２年 ４月 １日 都と財団は、原契約２を変更し、実施期間のうち「平

成３３年（２０２１年）３月３１日」を「令和３年

３月３１日」とし、都が財団に対し 

１，０１２，８４４，０００円の出えんをする旨の

契約を締結（３１産労総総第１３６６号） 

令和 ２年 ４月１０日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（２東し雇第２５６号） 

令和 ２年 ５月 ８日 財団は、事業実績報告及び基金の収支状況を報告 

            令和２年３月３１日時点の基金の残高は 

３７６，９４８，８７２円であった。  

 

イ 団体課題別人材力支援事業 

平成２８年 ３月３１日 都は、団体課題別人材力支援事業実施要綱を策定 

（２７産労雇就第１１２０号） 

平成２８年 ４月 １日 都と財団は、財団定款第４条第１項第３号の事業

（「事業主に対する人材の確保・育成及び雇用環境

の整備等の支援に関する事業」）を実施するため、実

施期間を平成３０年３月３１日又は出えんにより

造成した基金の全額が本事業の実施に係る経費と
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して執行された日のいずれか早い日までとし、都が

財団に対し１，００６，６９７，０００円の出えん

をする旨の契約を締結（２７産労総総第１２７６号。

以下「原契約１」という。） 

平成２８年 ４月 １日 財団は、団体課題別人材力支援事業実施要領を策定

（２８東し雇第８号） 

平成２８年 ７月１５日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（２８東し雇第２０７号） 

平成２８年１０月１１日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（２８東し雇第２７４号） 

平成２９年 １月１３日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（２８東し雇第３４１号） 

平成２９年 ４月 １日 都と財団は、原契約１を変更し、実施期間のうち「平

成３０年３月３１日」を「平成３１年３月３１日」

とし、都が財団に対し２，０１７，２９０，０００

円の出えんをする旨の契約を締結（２８産労総総第

１１９６号） 

平成２９年 ４月１４日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（２９東し雇第４５号） 

平成２９年 ５月１０日 財団は、事業実績報告及び基金の収支状況を報告 

            平成２９年３月３１日時点の基金の残高は 

７８０，２４３，３３３円であった 

平成２９年 ７月１４日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（２９東し雇第２３３号） 

平成２９年１０月１３日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（２９東し雇第４２７号） 

平成３０年 １月１０日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（２９東し雇第６５９号） 

平成３０年 ４月 １日 都と財団は、原契約１を変更し、都が財団に対し 

２，０２０，４０１，０００円の出えんをする旨の

契約を締結（２９産労総総第１３２３号） 
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平成３０年 ４月１３日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３０東し雇第１０５号） 

平成３０年 ５月１０日 財団は、事業実績報告及び基金の収支状況を報告 

            平成３０年３月３１日時点の基金の残高は 

８４７，９３５，２２３円であった 

平成３０年 ７月１３日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３０東し雇第４０４号） 

平成３０年１０月１５日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３０東し雇第６４８号） 

平成３１年 １月１５日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３０東し雇第８９４号） 

平成３１年 ４月 １日 財団は、原契約１を変更し、実施期間のうち「平成

３１年３月３１日」を「平成３２年（２０２０年）

３月３１日」とする契約を締結 

（３０産労総総第１３６１号） 

平成３１年 ４月１０日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３１東し雇第１１７号） 

令和 元年 ５月１０日 財団は、事業実績報告及び基金の収支状況を報告 

            平成３１年３月３１日時点の基金の残高は 

７５，２４０，８８９円であった。 

令和 元年１０月 ８日 財団は、事業実施状況報告書を作成し都に報告 

（３１東し雇第８８１号） 

令和 ２年 ５月 ７日 財団は、事業終了時の事業の実施状況及び基金の収

支状況を報告（２東し雇第２３９３号） 

            令和２年３月３１日時点の基金の残高は 

７２，８９５，１９５円であり、同年８月１７日、

全額が都に返還された。 

    

（３）本件事業に係る都の出えん及び財団における基金造成について 

出えん金は、地方自治法第２３８条第１項第７号の「出資による権利」に該当

し、公有財産とされている（昭和３８年１２月１９日 自治丁行発第９３号 各都
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道府県総務部長宛 行政課長通知のうち）。また、出えん金については、公有財産

として地方自治法施行令第１６６条第２項に規定する「財産に関する調書」にお

いて「出資による権利」として計上を要することとなっている。これらを踏まえ、

本件各事業に係る出えん金は、東京都各会計歳入歳出決算附属書類において「公

有財産」として「出資による権利（普通財産）」の「出資金及び出えん金」に計上

されている。 

本件では、都は各年度の予算に基づき、財団に支出（出えん）し、財団におい

ては各事業の出えん契約に基づき、基金を受入れ（基金造成）、各年度の予算を編

成し、支払事由が生じた都度、決裁をして支出しており、基金残高は変動する。

なお、各事業の出えん金は出えん契約に基づき、財団において事業ごとに区分し

て経理処理され、当該事業以外に使用してはならないこととされている。 

そして、都は各事業の出えん契約に基づき、財団から基金の収支状況の報告を

受けており、団体課題別人材力支援事業の実施に係る出えん金はその事業が終了

し、財団の同事業に係る基金の残額７２，８９５，１９５円が令和２年８月１７

日、都に返還されていることが認められる。 

 

 

２ 監査対象局の説明 

（１）陳述の内容 

ア 本件で取り扱う事業について 

（ア）「団体別採用力スパイラルアップ事業」（平成３０年度開始） 

      人材確保等に課題を抱えている都内中小企業に対し、女性活躍推進及び働

き方改革の視点に立った採用や育成・定着・雇用環境整備に取り組めるよう

に団体を通じた人材確保支援を行うことを目的とする。 

a 事業実施方法 

(a) 都が財団に対し出えんし、財団が基金を造成する。その基金を活用し、財

団は、委託先の団体を通じ業界の取組を支援 

(b) 一次支援として、財団が人材確保に課題を抱えている業界団体を選定し、

財団から委託を受けた団体が女性の活躍推進及び働き方改革（生産性向上）

の視点に立った業界特有の課題の深堀と調査・分析を行う 

(c) 二次支援として、財団が課題解決に有効な事業計画を承認し、財団から委
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託を受けた団体が業界内の中小企業に対する採用、育成・定着・雇用環境

整備に係る取組を実施 

b 事業期間 

      １事業あたり２年間 

c 事業規模 

      １期につき１０団体程度 

d 事業スキーム 

       

 

（イ）「団体課題別人材力支援事業」（平成２８年度～平成３０年度） 

      人材確保等に課題を抱えている都内中小企業に対し、業界特有の課題に対

応した採用支援や育成・定着・雇用環境整備支援を行うことを目的とする。 

a 事業実施方法 

  (a) 都が財団に出えんし、財団に基金を造成 

 (b) 財団が人材確保等に課題を抱えている業界団体から採用、育成・定着・雇

用環境整備に係る取組の企画提案を公募 

        (c) 財団が業界団体に委託し、団体が業界内の中小企業を支援 

b 事業期間 

          １事業あたり２年間 

c 事業規模 

          １期につき１０団体程度 

d  事業スキーム 
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イ 事業における財団への出えんについて 

「団体別採用力スパイラルアップ事業」、「団体課題別人材力支援事業」のいず

れも都から財団に出えんし、財団が基金を造成している。都は、「団体別採用力

スパイラルアップ事業の実施に係る出えん契約書」及び「団体課題別人材力支

援事業の実施に係る出えん契約書」に基づき、以下の実績報告書の提出を求め、

実施状況を確認している。 

   （ア）四半期ごとの事業実施状況報告 

   （イ）毎年度末日現在の事業実施状況及び基金の収支状況 

   （ウ）事業終了時の事業実施状況及び基金の収支状況 

ウ 事業実施に係る業務委託の委託事業者選定について 

財団が設置する「業務委託事業者評価委員会」に提出された企画提案書及びプ

レゼンテーションの内容について、各評価委員が評価基準の審査項目ごとに評

価しており、適正に選定を行っている。 

エ 「団体別採用力スパイラルアップ事業」における契約違反の概要について 

      令和元年７月１８日に開催された東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソ

ーシアム主催の「ホテル de 就活」、同年８月３日に開催された東京都管工事工

業協同組合コンソーシアム主催の「管工事業界・手に職フェア」（いずれも合同

企業説明会）において、両事業ともにマンパワーグループ㈱から再委託を受け

た事業者が、金銭を提供して学生を集客していた。 
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財団とコンソーシアムとの委託契約書では、「合同企業説明会等の事業を実

施するにあたって、本事業経費で参加者等に食事、酒、現金・金券類等の提供

をしてはならない。」と定めており、上記の行為はこれに違反する。 

オ 都及び財団が行った調査の概要と結果について 

（ア）調査の概要 

各団体が実施した合同企業説明会（全７０件）に関する金品の提供等の有

無について、令和元年９月から１２月にかけて調査を行い、財団による報告

書の徴取、ヒアリング等により確認した。 

○ 団体別採用力スパイラルアップ事業（平成３０年度～令和元年度）に係

る１０団体のうち、合同企業説明会を実施した５団体（１２件） 

○ 団体課題別人材力支援事業（平成２８年度～３０年度）に係る２０団体

のうち、合同企業説明会を実施した１６団体（５８件） 

（イ）調査の方法 

「団体別採用力スパイラルアップ事業」及び「団体課題別人材力支援事業」

合同企業説明会における集客方法についての調査 

〇 調査対象事業・受託事業者 

a 「団体別採用力スパイラルアップ事業（二次支援）業務委託」 

         平成３０年度委託：委託先１０団体のうち５団体が実施した合同企業説

明会 

          ※ 令和元年度委託については、１０団体選定（１団体辞退）、調査及

び支援事業計画の作成後、令和２年１月下旬から支援開始 

b 「団体課題別人材力支援事業」 

         平成２８年度委託：委託先１０団体のうち９団体が実施した合同企業説

明会 

         平成２９年度委託：委託先１０団体のうち７団体が実施した合同企業説

明会 

※ 詳細は別表「団体別合同企業説明会実施状況一覧」のとおり 

（ウ）調査状況（令和元年実施） 

平成３０年度「団体別採用力スパイラルアップ事業(二次支援）」業務委託

事業実施状況の調査 
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① ９/３通知、９/１０報告書受理 

 【対象】令和元年８月末日までに合同企業説明会を実施した３事業 

・バス事業コンソーシアム(１回） 

  令和元年４月２８日開催 「バス会社合同説明会＆バス運転体験」 

・東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム（１回） 

  令和元年７月１８日開催 「ホテル de 就活」 

・東京都管工事工業協同組合コンソーシアム（１回） 

  令和元年８月３日開催 「管工事業界・手に職フェア」 

【調査内容】合同企業説明会の運営方法（開催、広報、集客等）、実施結

果、経費について、書面で報告を求める。 

② ９/１０通知、９/１２ヒアリング調査の実施（第１回）、９/１８付 報

告書受領 

 【対象】①の報告において参加者の集客を外部に依頼していた事業を対

象とする。 

・東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム（１回） 

・東京都管工事工業協同組合コンソーシアム（１回） 

【調査内容】合同企業説明会運営方法、集客の方法、外部依頼内容等に

ついてヒアリング実施。委託内容、再委託先における集客方法等詳細に

ついて報告書の提出を求める。 

・集客実施方法は、就活メディア登録者に LINE で案内 

・アルバイト社員が就活中にコンタクトした人に対し、対面及び電話等

にて合説を案内 

 

③ ９/２４通知、９/２５ヒアリング調査の実施（第２回）、９/３０付 報

告書受領 

 【対象】上記②と同様 

【調査内容】再委託内容、実施方法等の詳細についてヒアリングを実施。

回答内容を含め書面で報告するように求める。 

集客するにあたって合同企業説明会の参加者に対して現金・金券類の提

供をしていないことを再委託先に確認したことを書面で報告 
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④ １０/４付 マンパワーグループ㈱より「平成３０年度団体別採用力ス

パイラルアップ事業合同企業説明会の集客に関する経緯報告書」が提出、

１０/７受領 

 ・再委託先が雇用するアルバイト社員を通じて、参加者に金銭の提供が

あった事実が判明した。 

⑤ １０/１１付 マンパワーグループ㈱より「平成３０年度団体別採用力

スパイラルアップ事業合同企業説明会の集客に関する経緯報告書（中間

報告）が提出、１０/１５受領 

 ・金銭を提供した人数、支給金額等の詳細が判明 

 「団体課題別人材力支援事業」業務委託における合同企業説明会の集客方法の調査 

① １０/４付 マンパワーグループ㈱より「平成３０年度団体別採用力ス

パイラルアップ事業合同企業説明会の集客に関する経緯報告書」が提出、 

１０/７受領  

※「団体課題別人材力支援事業」についても報告あり 

 ・平成２８年度団体課題別人材力支援事業の東京都トラック協会、東京

都ホテル旅館生活衛生同業組合においても提供していた事実が判明し

た。提供人数、金額等の詳細を調査し報告を求める。 

② １０/１１付 マンパワーグループ㈱より「平成３０年度団体別採用力

スパイラルアップ事業合同企業説明会の集客に関する経緯報告書（中間

報告）が提出、１０/１５受領 ※「団体課題別人材力支援事業」につい

ても報告あり 

 ・平成２９年度団体課題別人材力支援事業についても引き続き調査し別

途報告する。 

③ １０/１１付集客方法調査(依頼）、１０/１８報告受理 

 【対象】マンパワーグループ㈱がコンソーシアム構成員となっていない

１１団体が実施した合同企業説明会 

【調査結果】１１団体から回答があり、集客サービス等を活用している

ケースはなく、金品等の提供は見られない。   

④ １２/２０付マンパワーグループ㈱より「最終報告書」「調査報告書※」

が提出、１２/２０受理 
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※平成２８年度及び平成２９年度「団体課題別人材力支援事業」におけ

る調査結果報告 

 ・マンパワーグループ㈱がコンソーシアム構成員として実施した合同企

業説明会において、平成２８年度委託の東京都トラック協会、東京都ホ

テル旅館生活衛生同業組合の２団体で実施した合同企業説明会について

集客を再委託し、再委託先が参加者に金銭を提供していた。 

      （エ）調査結果 

a 「団体別採用力スパイラルアップ事業（二次支援）業務委託」 

下記２団体において、合同企業説明会を実施するにあたり、参加者に対し

仕様書で禁止する現金支給を行っていた。集客等を再委託した事業者が、ア

ルバイト社員から参加者に提供していた。 

(a) 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム 

令和元年７月１８日開催「ホテル de 就活」（参加人数：１７名） 

支給総金額：４１，０００円 支給人数：１０名（1 人当たり２，０００

～５，０００円） 

(b) 東京都管工事工業協同組合コンソーシアム  

令和元年８月３日開催「管工事業界・手に職フェア」（参加人数：４３

名） 

支給総金額：２０７，０００円 支給人数：３７名（1 人当たり４，０００

～１０，０００円） 

※仕様書抜粋 

仕様書「６ 委託業務の内容」「(6) 事業実施における金品等の配布につ

いて」 

 受託者は、合同企業説明会等の事業を実施するに当たって、本事業経費で

参加者等に食事、酒、現金・金券類等の提供をしてはならない。 

なお、ノベルティグッズ等を配布する場合は、事前に委託者の了解を取る

こと。 

(c) その他の３団体の実施状況 

平成３０年度に委託した１０団体において、合同企業説明会を実施した

団体は５団体で、９月以降に実施した３団体９回については、事前事後に

集客方法について報告を求めるとともに財団担当者が視察し、金品の提供

がないことを確認している。 

b 「団体課題別人材力支援事業」業務委託 
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平成２８－２９年度委託分でマンパワーグループ㈱が構成員として含ま

れていた団体について調査を実施したところ、下記２団体について、集客の

再委託先のアルバイト社員が参加者に対し現金支給を行っていた。 

(a)  東京都トラック協会コンソーシアム 

平成２９年７月２７日、９月２１日、１０月１７日、１１月２６日開催 

４件（参加人数:７３名） 

再委託先による集客の参加人数は５２人だが、当時のアルバイト社員とコ

ンタクトすることが出来ず、参加者への提供金額、人数の詳細は確認でき

なかった。 

(b)  東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム 

平成２９年７月９日、１１月７日、１１月２３日、１２月３日、 

平成３０年２月１６日開催 ５件（参加人数：８８人） 

再委託先による集客の参加人数は６４人だが、当時のアルバイト社員とコ

ンタクトすることが出来ず、参加者への提供金額、人数等の詳細は確認で

きなかった。 

(c)  東京グラフィックサービス工業会コンソーシアムについて 

「東京グラフィックサービス工業会コンソーシアム」については、再委託

先より提出された資料から、再委託先の代表取締役が講師を務める大学の

受講生に直接集客を行ったという報告を受けた。あわせて、参加を呼び掛

けた LINE 画面の写しについて提供を受けている。 

       c  マンパワーグループ㈱を構成員としない１１団体について 

マンパワーグループ㈱を構成員としない１１団体で実施した合同企業説明

会について各団体に集客方法の調査を依頼し実施した結果、金品の提供は行

っていないことを確認した。 

   カ 調査結果を踏まえた対応について 

（ア）平成３０年度「団体別採用力スパイラルアップ事業」業務委託における契

約違反について 

（対象団体） 

東京都管工事工業協同組合コンソーシアム 

東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム   

・合同企業説明会委託経費約１８０万円を不支給とする。 
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・合同企業説明会全体が適切に実施されたとは言えない状況にあるため、合

同企業説明会の経費全体を不支給の範囲とする（約１８０万円）。 

・再発防止策が示されたこと、その他の事業については違反無く適切に履行

していることから契約解除は行わない。本事業で、合同企業説明会の他に

セミナーや採用・人事制度に関するコンサルティングも行われている。契

約解除等により、違反が認められない部分まで実施をやめてしまうと、実

施中の支援を中断することとなり、直接責任のない中小企業への支援が中

止されることとなり、中小企業の人材確保支援という目的を達成できない。 

・令和２年度に、当財団が新たに契約する案件については、マンパワーグル

ープ㈱を契約の相手方から除外する。 

・ただし、本事業は２か年に渡って計画的かつ連続して実施される事業であ

り、途中の事業者交替は事業への影響が甚大と考えられるため、元年度に

開始した事業については、マンパワーグループ㈱に引き続き対応させる。 

（イ）平成２８年度「団体課題別人材力支援事業」業務委託における金品の提供

行為について 

（対象団体） 

東京都トラック協会コンソーシアム 

東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム  

・合同企業説明会委託経費約７００万円について自主返還を受ける。 

・平成２８年度の委託契約書仕様書に金品の提供を禁止する規定がないが、

マンパワーグループ㈱及び団体が協議の結果、不適切な行為があったとし

マンパワーグループ㈱より合同企業説明会委託金額全額が自主的に返還さ

れることとなった。財団はこれを受け入れた。 

キ 補足（業界団体に対する人材確保支援について） 

    「団体別採用力スパイラルアップ事業」については、令和元年度の新規採択を

もって事業終了となっている。令和２年度からは、スキームを改め、各業界団体

が自主的に行う取組に対して補助するなど「業界別人材確保支援事業」を新たに

開始している。 

以上のとおり、契約違反等に係る調査は適切に実施されており、不支給額等の金

額も妥当である。また、財団への出えん及び管理についても特段の問題はない。 

 



- 18 - 

 

（別表）団体別合同企業説明会実施状況一覧 
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（２）監査委員からの質問に対する回答 

 

質問１ 本件事業に係る都の財団への関与・指示等について 

 回答１ 本件請求に係る両事業については、それぞれの事業について都が実施要

綱を策定の上、都及び財団が出えん契約を締結し、当該出えん契約に基づ

き財団から都へ実績報告書（四半期ごとの事業実施状況報告、毎年度末日

現在の事業実施状況及び基金の収支状況、事業終了時の事業実施状況及び

基金の収支状況）が提出され、都において報告書の確認を行う。計画通り

に進んでいない場合などがあれば、財団を経由して、当該業界団体に確認

し指示するなど、事業の適切な実施に向けて対応している。 

    その他、両事業における、セミナーやコンサルタント、成果発表会など

各種の支援の取組の実施状況、資格取得の支援状況や実績、各業界団体の

ニーズを確認するとともに、必要に応じて現場に赴き、事業の実施状況等

の把握に努めている。また、都の広報ツールを通じた事業ＰＲなど、随時、

事業の円滑な運営について協力して取り組んでいる。 

 

質問２ 監査対象局陳述（別表）団体別合同企業説明会実施状況一覧について、

平成２８年度採択団体のうち東京都管工事工業協同組合、平成２９年度採

択団体のうち東京グラフィックサービス工業会、及び東京都民間保育園協

会について、問題がなかったとの判断の根拠は何か。 

回答２ 「「団体別採用力スパイラルアップ事業」及び「団体課題別人材力支援

事業」に係る合同企業説明会について（報告）」（令和元年１２月２３日

付財団理事長名発信都知事宛て）など、財団を含めた関係者に報告を求め、

その内容を局内で精査し疑義を持つところがなかったため、その内容を結

論として受け止めている。 

 

質問３ 監査対象局陳述（別表）団体別合同企業説明会実施状況一覧について、

平成３０年度採択団体のうち不支給にした２団体及び平成２８年度採択団

体のうち自主返還を認めた２団体について、各団体との委託契約の総額及

び合同企業説明会に要する額並びに不支給額約１８０万円及び返還額約 

７００万円の内訳 
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回答３（１）平成３０年度採択団体のうち不支給があった２団体 

ア 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム 

  （構成員：東京都ホテル旅館生活衛生同業組合及びマンパワーグ

ループ㈱） 

       委託料全体：４９，９４９，２４０円 

（内訳） 

 

 

 

 

※は法人の事業活動情報等に当たるため非公表 

不支給額：上記内訳の合同企業説明会金額のうち、令和元年７月

１８日実施合同企業説明会の経費全体（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目（分類） 金額 

調査・分析 ※円 

支援先企業の選定 ※円 

計画書等の策定・支援実施 ※円 

（一次支援（平成３０年度）合計 管理費１０％ 消費税８％） ※円 

働き方改革コンサルティング・セミナー ※円 

合同企業説明会 ※円 

業界内への波及啓発 ※円 

（二次支援（令和元年度）合計 管理費１０％ 消費税１０％） ※円 

委託料合計（一次支援合計＋二次支援合計） 49,949,240 円 
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イ 東京都管工事工業協同組合コンソーシアム 

（構成員：東京都管工事工業協同組合及びマンパワーグループ㈱） 

       委託料全体：４９，８２２，４１０円 

（内訳） 

 

 

 

 

 

        

 

※は法人の事業活動情報等に当たるため非公表 

不支給額 ：上記内訳の合同企業説明会金額のうち、令和元年８

月３日実施合同企業説明会の経費全体（※） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目（分類） 金額 

調査・分析 ※円 

支援先企業の選定 ※円 

計画書等の策定・支援実施 ※円 

（一次支援（平成３０年度）合計 管理費１０％ 消費税８％） ※円 

働き方改革コンサルティング・セミナー ※円 

合同企業説明会 ※円 

業界内への波及啓発 ※円 

（二次支援（令和元年度）合計 管理費１０％ 消費税１０％） ※円 

委託料合計（一次支援合計＋二次支援合計） 49,822,410 円 
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   （２）平成２８年度採択団体のうち自主返還があった２団体 

  ア 東京都トラック協会コンソーシアム 

（構成員：東京都トラック協会及びマンパワーグループ㈱） 

       委託料全体：９９，９９１，５８４円 

（内訳） 

 

 

 

 

 

        

 

※は法人の事業活動情報等に当たるため非公表 

       不支給額 ：平成２９年７月２７日、９月２１日、１０月１７日、

１１月２６日実施（４回）の合同企業説明会・仕事

体験会委託金額全額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目（分類） 金額 

業界内への事業周知及び支援先企業の開拓・選定 ※円 

採用支援コンサルティング・研修 ※円 

合同会社説明会・仕事体験会 ※円 

育成・定着・雇用環境整備 ※円 

業界内への波及・啓発 ※円 

事業実施に係るコンサルティング ※円 

委託料合計（管理費１０％ 消費税８％） 99,991,584 円 
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イ 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム 

（構成員：東京都ホテル旅館生活衛生同業組合及びマンパワーグ

ループ㈱） 

       委託料全体：９９，９３４，５６０円 

（内訳） 

 

 

 

 

 

        

 

※は法人の事業活動情報等に当たるため非公表 

       不支給額 ：平成２９年７月９日、１１月７日、１１月２３日、

１２月３日、平成３０年２月１６日実施（５回）の

合同企業説明会委託金額全額 

 

 

３ 関係人調査 

東京しごと財団に対して関係人調査を行い、以下の回答を得た。 

質問１ 両事業で実施した合同企業説明会の集客方法について貴財団が実施した調

査において、マンパワーグループ㈱から貴財団に報告された内容に係る貴財

団の検証及び確認の方法・過程について 

回答１ マンパワーグループ㈱に対して、社内調査を求め、提出を受けた調査報告

書をもとに、事実関係を確認した。具体的には、平成３０年度委託事業（令

和元年度実施）のホテル旅館組合及び管工事組合並びに平成２８年度委託事

業のホテル組合及びトラック協会の金銭提供の内容は、マンパワーグループ

㈱からヒアリングを行った上で、提出された調査報告書と月次報告書などと

を照合し確認した。 

 

項目（分類） 金額 

業界内への事業周知及び支援先企業の開拓・選定 ※円 

採用支援コンサルティング・研修 ※円 

職場見学付き合同会社説明会 ※円 

育成・定着・雇用環境整備 ※円 

業界内への波及・啓発 ※円 

事業実施に係るコンサルティング ※円 

委託料合計（管理費１０％ 消費税８％） 99,934,560 円 
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質問２ 平成３０年度「団体別採用力スパイラルアップ事業」において、財団とコ

ンソーシアムとの委託契約における仕様書の中に、事業実施における金品等

の提供を禁止する規定を設けた理由について 

回答２ 公金を使って実施する合同企業説明会において金品等を提供することで集

客してはならないことは、禁止規定を定めるまでもなく当然のことと認識し

ていたが、事業開始後、受託団体から金品の提供の可否についての問合せが

あったことを契機として、平成２９年度（「団体課題別人材力支援事業」）か

ら仕様書に明記することとした。 

 

質問３ 再発防止に向けた取組内容について（業界別人材確保支援事業を含む） 

回答３ 今後このような行為が行われないよう、現在事業を委託している各団体及

び構成員のサポート企業に対して本案件を周知し、契約事項の再確認や適正

な業務執行に対する注意喚起を行うなど、コンプライアンスの徹底を図ると

ともに、受託者の事務執行の状況を綿密にチェックしていくなど、再発防止

に向けた対応に努めている。 

なお、今年度開始した業界別人材確保支援事業についても、委託業者に対

し、コンプライアンスの徹底を図るとともに、事業執行状況の確認を適切に

行い、再発防止に努めている。 

 

４ 判 断 

本件請求において請求人は、都及び財団が実施する中小企業の人材確保支援事業

において、財団が委託した事業者から再委託を受けた事業者に契約違反行為があり、

当該違反行為は常態化し明白な詐欺行為であるにもかかわらず、これに係る都及び

財団の調査と対応は不徹底で、都税が不法行為を行う業者に支払われ、本来の事業

目的が毀損されているなどとして、再調査の上、委託費用の全額返還と業務委託の

見直しなどの措置を求めているものと解される。 

このことについて、前記事実関係の確認、監査対象局の説明、関係人調査及び関

係資料の調査等に基づき、次のように判断する。 

 

（１）本件事業について 

   本件事業は、都が、人材確保等に課題を抱えている業界や中小企業団体に属す
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る中小企業に対し、採用や育成・定着・雇用環境整備に関する支援を行うため、

団体課題別人材力支援事業実施要綱及び団体別採用力スパイラルアップ事業実施

要綱を定め、本件事業に必要な資金を、財団が創設する基金に出えんし、財団は

この基金を原資として支援事業を実施するものである。都と財団は、出えん契約

を締結し、財団は都の出えん金により基金を造成の上、当該基金から経費を繰り

出し、本件事業を実施する。都は財団から事業の実施状況及び基金の収支状況の

報告を受けこれを審査し、財団の行う基金の管理又は本件事業の実施状況等が本

契約に違反すると認めたときは、契約の全部又は一部を取り消すことができ、都

が取り消した場合、財団は速やかに当該取消しに係る出えん金を都に返還しなけ

ればならないものとしている。また、事業終了時に基金に残金があるときは、財

団は都に返還しなければならないものとしている。 

 

（２）本件請求における監査対象について 

本件請求は、請求の対象執行機関として「産業労働局及び（公財）東京しごと

財団」との記載があることから、本件事業に係る財団から委託事業者への委託料

支出の適否を問い、委託費用の全額返還等の措置を求めているものと解される。 

地方自治法第２４２条第１項に定める住民監査請求は、都の財務会計上の行為

をその対象とするものである。本件事業は都の出えん金により造成された財団の

基金から経費を繰り出して行うところ、都と財団は峻別された財産と独立した事

業経営による別個の法人格であり、本件事業の原資が都の出えん金であるからと

いって基金それ自体が公金になるというものではなく、当該基金から経費を繰り

出して行われる財団の受託事業者への支出行為は、住民監査請求の要件である地

方自治法第２４２条第１項の公金の支出には当たらない（平成２４年９月２４日

新潟地方裁判所判決判旨）。よって、本件請求において、財団の委託料の支出それ

自体を監査請求の対象とすることはできない（平成３年１１月２８日最高裁判所

判決）。 

しかしながら、請求人は、合同企業説明会の集客方法に不正があり、本件事業

の目的が毀損されているなどとして、再調査の上、委託費用の全額返還等を求め

ており、出えん目的の実現に重きを置けば、本件請求については、都から財団へ

の公金支出（出えん）を原資とする財団の基金運用の適否を問うことで、実質的

に都の公有財産（出えん金）の管理を怠る事実を監査請求の対象とするものと解
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する途が残されていることから、都の財団への出えん金の管理が、出えん目的に

適合するよう適正に行われていたかどうかについて監査を実施した。 

 

（３）マンパワーグループ㈱が構成員となっている団体の事業において金品を提供し

集客を図っていた事例があるとの請求人の主張について 

   請求人が摘示する監査対象局と財団の報道発表「団体別採用力スパイラルアッ

プ事業の受託者における契約違反について」（令和元年１０月１８日）及び「団体

別採用力スパイラルアップ事業に係る調査結果について」（令和元年１２月２５

日）（以下「本件報道発表」という。）によれば、マンパワーグループ㈱が関与す

る各コンソーシアムが行った合計１１回の合同企業説明会において金品を提供し

集客を図っていたとされているが、これらの事実を監査対象局が認めるに至った

とする資料（「団体別採用力スパイラルアップ事業」及び「団体課題別人材力支援

事業」に係る合同企業説明会について（報告）」（令和元年１２月２３日付財団理

事長名発信都知事宛て））を監査対象局からの説明及び関係人調査の過程で見分

したところ、マンパワーグループ㈱は、財団に対して採用を目的とした合同企業

説明会を支援策として企画提案したにもかかわらず、実際には集客の苦戦が顕在

化し、再委託先による金品の提供による集客を禁止しなかったことが認められた。 

このことから、東京都管工事工業協同組合（平成３０年度採択団体）、東京都ホ

テル旅館生活衛生同業組合（平成３０年度採択団体）、東京都トラック協会（平成

２８年度採択団体）及び東京都ホテル旅館生活衛生同業組合（平成２８年度採択

団体）に係る合同企業説明会において、金品を提供し集客を図る誘因があったこ

とが窺える。 

この点、請求人は「内部通報者の情報によると東京グラフィック工業会の事業」

でも、集客に当たり金品の提供をしたという不正があったとの主張をしている。 

請求人が主張する事業とは平成３０年１０月６日に東京グラフィックサービス

工業会コンソーシアムが実施した東グラフェスタ（業界ＰＲイベント・業界内企

業合同説明会）をいうものと解されるが、財団が東京グラフィックサービス工業

会コンソーシアムから平成３０年１１月９日に収受した事業進捗状況報告書によ

れば、同コンソーシアムでは大学・専門学校巡回訪問及びＰＲ活動として都内の

べ７５校を訪問し、東グラフェスタについて案内した旨の記載が認められる。加

えて、関係人調査によれば、平成３０年９月２０日、マンパワーグループ㈱から
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集客業務を再委託された事業者の代表者が、自身が講師を務める大学の学生に対

して、ＬＩＮＥにより東グラフェスタの開催を案内したことに伴い、多数の自発

的参加があり、当日の全体の参加者８２名のうち、当該大学の学生からの参加が

約７割を占めるに至ったほか、同コンソーシアムがＰＲ活動をした大学・専門学

校の学生からの参加も多数あり、ＰＲ活動の成果が表れているとみることができ

るとのことであった。また、関係人調査の過程で、当該講師が学生へ配信したＬ

ＩＮＥ画面のメッセージには金品等の提供を窺わせる形跡はないことを確認した。 

当時、同コンソーシアムによるこれらの集客活動によって、集客予定者数を確

保できる見込みがあったとすれば、同コンソーシアムが積極的に金品による集客

をする必要はなかったと思われ、都及び財団が金品による集客はなかったとする

マンパワーグループ㈱の報告を適正なものとして認めたことに特段不合理・不自

然な点はない。 

なお、令和２年１１月１７日、請求人により請求人とマンパワーグループ㈱担

当者と思われる人物との会話の録音及び反訳が、証拠として追加提出され、請求

人と当該担当者とが合同説明会での「サクラ」を指摘し話題にしていることは認

められるが、「４０人」「管」「３日」などの会話内容からすると、本証拠により「サ

クラ」を指摘する合同説明会は、令和元年８月３日開催の「管工事業界・手に職

フェア」（参加人数４３名）のことを指すものと推認できるが、上記東グラフェス

タで金品を提供し集客を行っていたという請求人の主張を裏付けるものとは認め

られない。 

また、本件事業についてマンパワーグループ㈱がコンソーシアムの構成員とし

て関与していた残り２つの事業では、集客業務に係る再委託は行われておらず、

このうち、東京都管工事工業協同組合による合同企業説明会（「管工事業を知ろ

う！就職フェア」平成２８年度採択団体東京都管工事人材力支援事業コンソーシ

アムによるもの）に際しては、集客に当たり再委託を行わず、管工事業経験者の

芸能人によるトークイベントを企画するなど集客のための工夫をしていることが

ＰＲチラシから認められ、金品等の提供による集客活動は確認できなかった。ま

た、保育園フェア（平成２９年度採択団体東京都民間保育園協会コンソーシアム

による合同企業説明会）に際しては、事前に１４４校の専門学校等の巡回ＰＲを

したことが財団に報告された事業進捗状況報告書により確認でき、参加者 

１，２２３名のうち、当該巡回校の学生からの参加が８割以上を占めることを関
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係人調査の過程で確認できたことから、金品の提供による集客の必要性は乏しか

ったことを窺うことができる。 

 

（４）都及び財団が実施した調査について受託事業者（マンパワーグループ㈱）から

財団に報告された内容に係る検証及び確認の方法・過程について（不徹底だった

と言えるか） 

 都及び財団が実施した調査は、基本的にマンパワーグループ㈱からの聞き取り

と同社の幹部及び社外弁護士から成る社内調査委員会がまとめた約２か月間の事

実調査及び原因究明の報告書に基づいて行い、金品の提供による集客の有無を判

定した。 

前記「２ 監査対象局からの説明」及び「３ 関係人調査」の過程で確認した限

り、マンパワーグループ㈱からの報告内容が、月次報告など他の関連資料との齟

齬がないこと、調査の経過及び事実判明の過程が具体的に記載されていること、

原因分析及び再発防止策がいずれも適切に講じられていることなどを鑑みれば、

マンパワーグループ㈱の報告書は網羅性及び信ぴょう性の点において問題はない

ものと認められ、都及び財団において同報告を適正なものと認め、これを是とし

て首肯するに足る相当程度の客観的合理性はあったと認められる。 

 

（５）不支給及び自主返還の金額が過小であるとの請求人の主張について 

本件請求については、財団による委託料の支出行為自体を監査の対象とするこ

とはできないが、本件報道発表に記載の不支給及び自主返還の金額が過小である

との請求人の主張を踏まえ、監査対象局からの説明及び関係人調査の過程で確認

したところ、本件に係る不支給及び自主返還の措置が講じられた金額は、参加者

への金銭の提供が行われていた各々の「合同企業説明会」開催の経費全体であり、

集客支援業務の経費はその内訳として包含されていることを確認した。また、委

託料全体はコンソーシアムにおける様々な支援業務の経費で構成されるが、参加

者への金銭提供による誘因が生じ得る業務は、合同企業説明会の集客支援業務の

みと判じられ、他の支援業務は支援先企業を対象とした業務であるため、参加者

への金銭提供による誘因は生じないものと認められる。よって、不支給及び自主

返還の対象範囲を合同企業説明会の経費に特定したことに特段の不合理はないと

思われる。 
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（６）都は出えん契約を取り消し不当利得の返還請求をするべきであったかについて 

出えん契約書によれば、財団の行う基金の管理又は本事業の実施状況等が本契

約に違反すると認めたときは、都は契約の全部又は一部を取り消すことができる

と定められており、本件出えん契約が取り消された場合、出えん金がすでに支払

われている場合は、財団は速やかに当該取消しに係る出えん金を都に返還しなけ

ればならないものとされている。本件契約書に則せば、本件出えん金の返還請求

権が具体的に発生するためには、本件出えん契約が取り消されていることが必要

と解される。 

一方で、少なくとも、いったん出えん目的の当否の判断が適切に行われ、出え

ん契約が有効に成立していることを前提とすれば、出えん後に諸般の事情から取

消し事由足り得る何らかの後発的事象が生じたとしても、それにより当該出えん

契約が直ちに取り消されるべきものとなるわけではなく、当該契約を取り消すか

否かは、当該後発事象の性質、内容、経緯、取消し後の影響、是正の見込み等を

総合考慮の上、本件出えん契約の趣旨、目的及び公益上の観点に照らして個別実

質的に判断する行政上の裁量と解される（平成３０年４月２０日盛岡地方裁判所

判決判旨）。 

本件は、都が財団に対して出えん契約の取消権を行使した事実はなく、都から

財団への返還請求権が発生していた状況はない。また、本件事業において財団の

受託事業者による契約違反行為等があったものの、都及び財団において速やかに

調査が実施され、前記「４判断（３）（４）（５）」等の状況に鑑みれば、都が出え

ん契約を取り消さなかったことについて、行政上の裁量を越えているというよう

な財務会計法規上の著しい不合理があったとはいえない。 

 

 

５ 結 論 

（１）結論 

前記「４判断」より、都の財団への出えん金の管理に係る財産管理の態様にお

いて、出えん目的の実現の観点からは、財務法規上及び実質的事業者としての行

政施策上の格別の義務違反や怠る事実は認められない。 

よって、都及び財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、財団が

委託した事業者に契約違反行為があり、当該違反行為は常態化し明白な詐欺行為
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であるにもかかわらず、これに係る都及び財団の調査と対応は不徹底で、都税が

不法行為を行う業者に支払われ、本来の事業目的が毀損されているとする請求人

の主張には、理由がない。 

 

（２）意見 

今般の監査では、監査対象局及び財団が令和元年１２月２５日に報道発表した

とおり、「団体別採用力スパイラルアップ事業」及び「団体課題別人材力支援事業」

に係るマンパワーグループ㈱が関与する特定のコンソーシアムが実施した合同企

業説明会の集客に際し、参加者に金銭の提供が行われていたことが認められた。 

監査対象局からの説明及び関係人調査の過程で確認した限りにおいて、本件に

係る都の対応には特段の誤りはなかったものの、契約違反等の不適切な行為が認

められた本件事業では、事業開始後、受託団体から金品の提供の可否についての

問合わせがあったことを契機として、平成２９年度から本事業の経費を使った参

加者への金品提供の禁止を契約書（仕様書）に規定していることから、財団にお

いて少なくとも当該リスクの存在について認識をしていたものと認められる。 

一方、本件事業は、形式上の実施主体は財団であるが、まず、都が事業実施要

綱を策定し、都と財団が出えん契約を締結した上で、財団が事業実施要領を策定

し実施していることに鑑みれば、都は、単に出えん金の財務会計法規上の管理の

域にとどまらず、財団への指導監督を通じ出えん金を原資とする財団事業の運営

に適切に関与することが要請される。「平成３０-３１年度団体別採用力スパイラ

ルアップ事業取組好事例集」（令和２年８月、財団発行）によれば、冒頭に「（公

財）東京しごと財団では東京都と連携し、都の重要施策である「働き方改革」と

「女性の活躍推進」の視点に立ち、業界団体を通じて企業の人材確保を支援する

目的で」事業を実施してきたとしており、本件事業は、都と政策連携団体である

財団が一体として行う中小企業の人材確保支援を目的とする広義の都施策といえ

る。都は、今後、本件事業の創設の原点及び志を忘れずに、出えんの目的がくま

なく貫徹され、都民の信頼に応えられるよう、引き続き、一層の適切な関与をさ

れたい。 
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資料（東京都職員措置請求書等） 

 

１．請求の要旨 

● 誰が（請求の対象執行機関） 

産業労働局 及び （公財）東京しごと財団 

● いつ、どのような財務会計行為を行っているか 

（１）令和元年１０月１８日付け「団体別採用力スパイラルアップ事業の受託者におけ

る契約違反について」によると、契約違反の内容等「令和元年７月１８日に開催さ

れた東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム主催の「ホテル de 就活」、

同年８月３日に開催された東京都管工事工業協同組合コンソーシアム主催の「管工

事業界・手に職フェア」（いずれも合同企業説明会）において、両事業ともにマンパ

ワーグループ㈱から再委託を受けた事業者が、金銭を提供して学生を集客していた」

として、委託費用約１８０万円を不支給とした。 

（２）令和元年１２月２５日付け「団体別採用力 スパイラルアップ事業に係る調査結

果について」によると、「調査の結果、マンパワーグループ㈱が関与する以下の団体

において、新たに、学生に金品を提供し集客を図っていた事例が判明した。 

  ＜金品を提供していた事例＞ 

〇 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム（平成２８年度契約分）５

件（構成員：東京都ホテル旅館生活衛生同業組合及びマンパワーグループ㈱） 

〇 東京都トラック協会コンソーシアム（平成２８年度契約分）４件（構成員：東

京都トラック協会及びマンパワーグループ㈱）」として、「マンパワーグループ㈱

から、上記９件の事例に係る合同企業説明会に要した費用約７００万円について、

返納したい旨の申出があり、東京しごと財団は、当該申出を受けることとした」。 

● その行為は、どのような理由で違法・不当なのか 

（１）契約違反の調査が不徹底であり、不支給額および返納額が過小である。 

  内部通報者の情報によると、東京グラフィック工業会の事業でも同様の金品を提供

し集客を図っていた事例がある。 

２０１９年８月１５日、通報者は都庁にでむき公益通報担当者に直接通報し説明

している。 

（２）この違反行為は常態化しており、明白な詐欺行為である。 

● その結果どのような損害が都に生じているのか 
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都民の税金が契約違反、および不法行為を行う業者に支払われ、本来の雇用促進事

業を毀損し、都民の生活と福祉が後退した。 

●どのような措置を請求するのか 

（１）再調査し、委託費用の全額返還させる。 

（２）詐欺行為であり、刑事告発し、損害を賠償させる。 

（３）業務委託を見直し、都の直営事業とする。 

（原文のまま掲載） 

事実証明書 

（１）報道発表資料「団体別採用力 スパイラルアップ事業の受託者における契約違反

について」（２０１９年１０月１８日 産業労働局、（公財）東京しごと財団） 

（２）「弊社受託業務における契約違反に関するお詫びとお知らせについて」（２０１９

年１０月１８日 マンパワーグループ株式会社広報室） 

（３）「団体別採用力スパイラルアップ事業に係る調査結果について」（令和元年１２月

２５日 産業労働局 （公財）東京しごと財団） 

（４）「マンパワー社員の内部告発『東京都の外郭団体委託の企業説明会で、サクラの学

生』」（ハーバー・ビジネス・オンライン２０１９/１１/０４ ０８：３３ 文・写

真/寺澤有） 

（５）「上申書」（２０１８年１１月２２日）（請求人がマンパワーグループ㈱宛に提出し

たもの）の写し 

（６）「見解書」（上申書に記載した内容の補足として請求人がマンパワーグループ㈱宛

に提出したもの）の写し 

（７）デイリー新潮「就職説明会に参加のサクラ学生に「東京都民の税金」でギャラ払

いの愚」（国内 社会 週刊新潮２０１９年１０月３１日号掲載） 

（８）保有個人情報一部開示決定通知書（２総ココ第３３０号 令和２年１０月２３日）

（公益通報弁護士窓口受信メール・送信メール）の写し 

（９）平成 30・31 年度 団体別採用力スパイラルアップ事業取組好事例集」（令和２年

８月）（公益財団法人東京しごと財団雇用環境整備課） 

（10）朝日新聞記事「サクラ就活生に「３時間弱で５千円」バイト感覚「ホント興味な

かったわ」」 

（11）公益財団法人東京しごと財団 経営改革プラン改訂版（２０２０年度） 

（12）請求人とマンパワーグループ㈱担当者と思われる人物の会話の録音及び反訳 


